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目-6

公務員の全体像を概観するために、一般職国家公務員のほか、特別職国家公務員や地方公務
員を含む公務員全体の種類と数を示せば次のとおりである。

日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であ
る。」（第1項）とし、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」（第
2項）と定めている。ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官を始め立法、行政、
司法の各部に属する全ての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職
員の全てを含む概念であり、広く国及び地方の公務に従事する者の全てを指すと解されている。
公務員は、国の公務に従事する国家公務員と地方の公務に従事する地方公務員に大きく二分
される。国家公務員は、一般職と特別職とに大別されるが、後者の特別職国家公務員は、国家
公務員法第2条に列挙されており、大まかに分類すれば、政務を担当するもの（内閣総理大臣、
国務大臣等）、権力分立の憲法原則に基づき、その人事制度の設計を立法部、司法部に委ねる
ことに合理性があるもの（裁判官及び裁判所職員、国会職員等）、職務の性質上、別個の身分
取扱いの基準によることが適当であるもの（防衛省職員）、その他職務の特殊性により、採用
試験や身分保障等の一般の公務員に係る原則を適用することが不適当なもの（宮内庁職員、各
種審議会委員等）に分けることができる。
一般職国家公務員には、公務の公正、中立な実施を担保する意味から、成績主義の原則、身
分保障、厳正な服務に関する規定等の諸規定が国家公務員法上に定められている。また、その
勤務条件の決定という観点からは、労働協約締結権を有する行政執行法人の職員と労働協約締
結権を有しない「一般職の職員の給与に関する法律（給与法）」の適用を受ける職員及び検察
官（裁判官との処遇均衡を重視して決定）に分類される。
地方公務員については、国家公務員とほぼ同様の整理がなされているが、国では一般職とさ

れる非常勤の顧問、参与等についても、特別職として整理されているなど、若干の違いがある。
一般職国家公務員は、郵政民営化、国立大学法人化、非特定独立行政法人化（平成27年4月
1日以降は中期目標管理法人及び国立研究開発法人）等により非公務員化が進み、昭和40年代
以降80万人を超える水準で推移していたその数は、現在（令和6年度末予算定員）、常勤職員
で約29.5万人にまで減少している（次頁（参考）参照）。これに特別職約29.8万人を加えた国
家公務員全体では約59.3万人である。また、常勤の国家公務員及び地方公務員の数は約339.9
万人である。なお、国家公務員及び地方公務員の種類と数を示せば、次のとおりである（特別
職国家公務員及び地方公務員等に関する公務員制度関係法制については、巻末参考資料6参
照）。

公務員の種類と数公務員の種類と数
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目-7

国家公務員及び地方公務員の種類と数

（注）1　国家公務員の数は、2を除き、令和6年度末予算定員である。
2　行政執行法人の役員数は、「令和5年度独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表」における令和5年10月1日
現在の常勤役員数であり（内閣官房内閣人事局資料）、行政執行法人の職員数は、「令和6年行政執行法人の常勤職員数に関する報
告」における令和6年1月1日現在の常勤職員数である（総務省資料）。

3　地方公務員の数は、「令和4年4月1日地方公務員給与実態調査結果」における一般職に属する地方公務員数である（総務省資料）。
4　数値は端数処理の関係で合致しない場合がある。
5　このほかに、一般職国家公務員の非常勤職員（行政執行法人の職員等を除く）の数は、「一般職国家公務員在職状況統計表（令和5
年7月1日現在）」により約15.7万人である（内閣官房内閣人事局資料）。

6　国家公務員の内訳の構成比（　）は、国家公務員約59.3万人を100としたものである。　

地方公務員
約280.6万人
［82.5％］

地方公務員
約280.6万人
［82.5％］

国家公務員
約59.3万人
［17.5％］

国家公務員
約59.3万人
［17.5％］

総計
約339.9万人
［100％］

総計
約339.9万人
［100％］

検察官
行政執行法人職員

約3千人（0.5％）
約7千人（1.2％）

給与法適用職員
約28.5万人
（48.0％）

給与法適用職員
約28.5万人
（48.0％） 大臣、副大臣、政務官、大公使等

裁判官、裁判所職員
国会職員
防衛省職員
行政執行法人役員

約5百人
約2.6万人
約4千人
約26.8万人
30人

特別職
約29.8万人
（50.3％）

特別職
約29.8万人
（50.3％）

一般職
約29.5万人
（49.7％）

一般職
約29.5万人
（49.7％）

（参考）一般職国家公務員数の推移

（注）一般職国家公務員数は、行政執行法人（平成27年4月1日前は特定独立行政法人）等を除き、各年度末予算定員である。
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平成16年4月：国立大学法人等へ移行（約12.6万人）

平成19年10月：郵政公社の民営化（約25.4万人）

（人）

（年度）

約29.5万人
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目-8

人事院は、国家公務員法に基づき昭和23年12月に創立された中央人事行政機関であり、①
公務員人事管理の公正性を確保すること、②労働基本権制約に対する代償として職員の利益の
保護を図ること、及び③人事行政の専門機関として、社会一般の情勢に的確に対応した施策を
推進し、国民から信頼される効率的な行政運営を確保することを主な使命としている。このた
め内閣の所轄の下、他から指揮されることなく中立・公正に職務を執行するとともに、国会に
対する勧告も認められている。
人事院は、その役割を果たすため、
・勤務環境の整備などを通じた公務の能率的な運営の確保等
・多様な有為の人材の確保、育成等
・社会経済情勢に適応した適正な給与の実現等
・職員の利益の保護を通じた公正な人事管理の確保
・能力・実績に基づく人事管理の推進
・公務員及び人事行政に対する国民の理解の促進
・職員の職務に係る倫理の保持を通じた国民の信頼の確保

を目標として、時代の要請に応える人事行政の実現に努めている。
〈所掌事務〉
人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律その他の法律に基づいて、勤務
条件の改善勧告、法令の制定改廃に関する意見の申出、人事行政改善の勧告、採用試験、任免、
給与、研修、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理保持等に関する事務を所掌している。
〈組　　織〉
人事院は、人事官3人をもって組織され、そのうち1人は総裁として命ぜられる。人事官は、

国会の同意を経て内閣より任命され、その任命は天皇より認証される。人事院の重要な権限の
行使については、この3人の人事官で構成する人事院会議の議決が必要とされている。令和5
年度には人事院会議が36回開催された。
人事院には、事務機構として事務総局が置かれている。事務総局は事務総長の総括の下に5

課（総務、企画法制、人事、会計、国際）、2室（公文書監理、情報管理）、4局（職員福祉、
人材、給与、公平審査）、公務員研修所、8地方事務局（北海道、東北、関東、中部、近畿、
中国、四国、九州）及び沖縄事務所から成っており、令和5年度末における職員定数は605人
である。
また、人事院には、職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、国家公務員倫理

審査会が置かれており、会長及び委員4人をもって組織されている。国家公務員倫理審査会に
は、事務機構として事務局が置かれており、令和5年度末における職員定数は12人である（巻
末参考資料3参照）。

人事院の所掌事務及び組織人事院の所掌事務及び組織
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目-9

人事院のミッション人事院のミッション・・ビジョンビジョン・・バリューバリュー（（MVV）MVV）
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目-10

引用法令の略称（制定順）

国 公 法 国家公務員法

給 与 法 一般職の職員の給与に関する法律

補 償 法 国家公務員災害補償法

派 遣 法 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に
関する法律

法 人 格 法 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

育 児 休 業 法 国家公務員の育児休業等に関する法律

勤 務 時 間 法 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

任期付研究員法 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例
に関する法律

倫 理 法 国家公務員倫理法

官民人事交流法 国と民間企業との間の人事交流に関する法律

任 期 付 職 員 法 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

法科大学院派遣法 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家
公務員の派遣に関する法律

留学費用償還法 国家公務員の留学費用の償還に関する法律

自己啓発等休業法 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

配偶者同行休業法 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律

規 則 人事院規則

指 令 人事院指令
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